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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成25年６月28日に提出した第89期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの状況

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は　　　を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

④　社外取締役及び社外監査役

 

（訂正前）

　当社の社外取締役は１名で、社外監査役は２名で、詳細は以下のとおりです。

イ．～ロ．　　（省略）

 

ハ．責任限定契約

　当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第１項によ

る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づ

く責任の限度額は、法令に定める額としております。

 

（訂正後）

　当社の社外取締役は１名で、社外監査役は２名で、詳細は以下のとおりです。

イ．～ロ．　　（省略）

 

ハ．監督・監査における連携等

・社外取締役は、経営全般に関し、取締役会を通じて取締役の業務執行、監査役監査や会計監査、内部統制の

実施状況についての報告を受け、それに対して適宜発言・助言等を行っております。

・社外監査役は、取締役会等への出席や監査役監査を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。ま

た、社外監査役は、会計監査人並びに監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行うなどの連

携をとっております。

 

ニ．責任限定契約

　当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第１項によ

る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づ

く責任の限度額は、法令に定める額としております。
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